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研究成果の概要（和文）：冷戦終結後の国連平和維持活動では、政治・軍事、開発、人道支援に関わる組織の統
合や戦略の統合が進められることになり、人道支援の中立性が揺らぐことになった。本研究では、組織の統合や
戦略の統合のためには、紛争の状況に応じた柔軟な対応が必要であることを説いた。子どもに対する暴力や女性
に対する性暴力の問題に関しても、国連平和維持活動と人道支援機関が情報を共有することで課題に対処してい
ることを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：Peacekeeping operations after the end of the Cold War pursue the integration
 of organizations and strategies of politics/military, development and humanitarian sectors. The 
integration of politics/military and humanitarian sectors threatens the neutrality of humanitarian 
assistance. The research insists the importance of flexible integration according to the situation 
of armed conflicts. Peacekeeping operations and humanitarian organizations also share information 
and deal with violence against children and sexual violence against women.
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１．研究開始当初の背景 
 冷戦後の国際平和維持活動では、武装解除、
地雷除去、難民支援、選挙支援といった多様
な活動を展開するようになり、多機能型平和
維持活動と呼ばれるようにもなった。多機能
型平和維持活動では、政治・軍事、開発、人
道支援の各部門が独自に支援を展開してい
たために、それらの活動の一貫性や効率性が
求められるようになった。その結果、国連事
務総長特別代表が国連平和維持活動の指揮
権を握り、政治・軍事、開発、人道支援の各
分野の組織的統合が進められることになっ
た。 
 国連平和維持活動において政治・軍事部門
と人道部門を組織的に統合することにより、
人道支援の非政治性に対する懸念が提起さ
れるようになった。2008 年以降、人道支援
の非政治性に配慮しつつ、国連平和維持活動
だけでなく政治・平和構築ミッションにおい
ても組織的統合を必ずしも伴わない戦略的
統合アプローチを採用することになった(以
下、国連平和維持活動と政治・平和構築ミッ
ションの両者をあわせて「国連ミッション」
という）。これは、軍隊と人道支援機関との
目標の共有、計画の調整や統合、業務の成
果・スケジュール・責任に関する合意を含む
ものである。 
 このような戦略的統合が進められるなか、
国連安全保障理事会は文民の保護に関する
決議を採択し、国連平和維持活動などを通じ
て武力紛争における文民、女性、子どもの保
護に関心を寄せるようになってきた。国連安
全保障理事会が文民の保護を追求するよう
になる前から、文民の保護は人道支援機関が
担ってきた役割であった。このことから、文
民を保護するために、平和維持活動と人道支
援機関との連携や協働が必要不可欠となっ
てきた。 
 
２．研究の目的 
（１）国連ミッションにおける政治・軍事分
野と人道分野の統合に関する研究。これまで
の国連平和ミッションの統合に関する研究
を発展させるために、国連における組織的統
合と戦略的統合などの統合アプローチの展
開を踏まえて、統合アプローチが人道支援活
動にどのような影響を与えてきたのかを解
明する。 
（２）子どもと女性の保護に関する平和維持
活動と人道支援機関との連携に関する研究。
子どもと女性の保護のために、国連安全保障
理事会と国連事務総長がどのような情報の
収集と分析に関する制度を設計し、その制度
に国連平和維持活動や人道支援機関が協力
し、国連平和維持活動にどのような影響を与
えたのかを解明する。 
 
３．研究の方法 
 国連ミッションに関する国連文書や文民
の保護に関する国連文書、これらの活動に関

する先行研究を用いた。 
 
４．研究成果 
（１）国連ミッションにおける政治・軍事分
野と人道分野の統合に関する研究成果 
①国連ミッションにおける政治・軍事分野と
人道分野の統合は、人道支援機関に利益をも
たらすものとされている。しかし、両者の統
合に際して、人道支援機関に否定的な効果を
もたらす場合が 3つある。第一は、国連ミッ
ションが紛争当事者・地元住民と緊張関係に
ある場合である。この場合、国連ミッション
と人道支援機関が密接に連携して活動すれ
ば、紛争当事者や地元住民が人道支援機関の
中立性を疑うことになる。国連ミッションに
敵対する紛争当事者が、人道支援機関の職員
や施設を攻撃の対象に加えた場合、人道支援
の中立性は奪われて、人道的空間も縮小する
ことになる。第二は、紛争当事者が文民の保
護に対して消極的な場合である。この場合、
紛争当事者は人道支援機関の活動を尊重し
ないため、国連ミッションと人道支援機関と
の連携に対しても否定的な対応をとること
になる。第三は、国連の統合アプローチが、
人道コミュニティを分断する場合である。国
連ミッションの政治・軍事部門と国連の人道
支援機関との統合が深化することによって、
国連以外の人道支援機関が組織の中立性や
独立性を失うことを恐れて、国連の人道支援
機関との協力を拒否する事態が生じている。
NGO が国連事務所への訪問を制限したり禁止
したりし、国連主導の人道支援調整システム
から離脱することにもなった。これには、人
道支援の機能別調整を行うクラスターアプ
ローチや、人道カントリチームからの引き上
げが含まれる。人道支援の多くは、赤十字国
際委員会や現地の赤十字社・赤新月社、国
際・国内 NGO に依存しており、被災者にとっ
て効果的な人道支援のためには、国連と国連
以外の人道支援機関の協力と連携が必要で
ある。 
②国連統合アプローチの推進と人道コミュ
ニティの両立を図るためには、紛争の状況に
応じて、統合アプローチを柔軟に変化させる
ことが必要になる。組織的統合に関しては、
3 つのパターンが想定されている。第一は、
紛争状態が継続しており、紛争当事者の和平
合意もなく、国連ミッションの展開に対して
紛争当事者の同意もないような場合、国連ミ
ッションから、人道調整官と国連人道問題調
整事務所を分離することが求められる。第二
は、紛争状態が継続しつつも、相対的に政治
的安定を取り戻しつつあり、人道支援の必要
性が低下している場合、国連ミッションと人
道調整官は統合しつつも、国連人道問題調整
事務所は分離することが必要になる。第三は、
紛争が終結して平和が達成され、平和の定着
と構築のための支援が必要になる場合であ
り、国連ミッションへの人道調整官と国連人
道問題調整事務所の統合を進めることが可



能となる。戦略的統合に関しても、和平後の
平和構築の段階では、戦略的統合フレームワ
ークが、開発援助や人道支援を包括した目標
や戦略を提示する。しかし、深刻な人道危機
が生じている緊急事態の場合には、戦略的統
合フレームワークの対象は制限されること
になっており、紛争の状態に応じた柔軟な統
合アプローチが求められる。 
 
（２）子どもの保護に関する平和維持活動と
人道支援機関との連携に関する研究成果 
 国連安全保障理事会は、決議 1539（2004）
を採択し、国連事務総長に対して、子どもの
暴力に関する監視メカニズム（MRM）を構築
するための行動計画を立案するように求め
た。これは、国連機関、政府、地域機関、非
政府組織などの専門的知識を活用し、子ども
に対する暴力の情報を収集することを意図
したものであった。監視報告メカニズムにお
ける情報の収集と集約のために、国連事務総
長特別代表が中心的機関となり、具体的な作
業は、監視報告タスクフォースが担当するこ
とになった。このタスクフォースは、国連児
童基金などの国連機関、国連平和維持軍、非
政府組織から構成され、現地の政府機関、国
連機関、国連平和維持軍、非政府組織などか
ら情報を収集して精査し、現地の国連事務総
長特別代表や常駐調整官に報告書を提出す
ることになった。国連事務総長は、国連安保
理が報告書の情報を決議に反映させるだけ
でなく、国連平和維持活動の任務権限（マン
デート）にも反映させる必要性を説いた。ま
た、国連事務総長は、国連安保理に対して、
子どもに対して暴力を行使している紛争当
事者に経済制裁を科すように促している。こ
のようにして、国連安保理は、人道支援機関
などの国連機関や非政府組織から情報を得
て、国連平和維持活動による武力行使や経済
制裁を実施する可能性を開くことになった。 
 
（３）女性の保護に関する平和維持活動と人
道支援機関との連携に関する研究成果 
 国連安全保障理事会は、決議 1960（2010）
を採択し、国連事務総長に対して監視・分
析・報告制度（MARA）を創設するように求め
た。これは、性暴力に関する情報の収集と分
析、政策の立案と執行を一元的に実施するこ
とで、性暴力を抑止し、迅速に対処するため
の制度である。フィールド・レベルでは、国
連事務総長特別代表、常駐調整官／人道調整
官のいずれかが責任者となり、情報の収集と
分析を担当するワーキング・グループを選定
することになった。ワーキング・グループは、
地方政府、国連機関、国連平和維持活動、国
際・現地 NGO、市民社会組織から性暴力に関
する情報を収集し、その情報に基づいて性暴
力の傾向やパターンを分析することを任務
とする。このように得られた情報と分析の結
果は、地方政府、国連機関、市民社会組織な
どから構成される合同諮問グループが討議

し、提言にまとめ、ワーキング・グループは、
これらの情報と分析、提言を国連事務総長特
別代表や常駐調整官／人道調整官に報告す
ることになった。今後、このような情報が、
国連安全保障理事会による国連平和維持活
動の任務権限（マンデート）や経済制裁の発
動に際して活用されることが予想される。 
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